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令和２年３月１９日 

 

関係各位 

 

阿見町総務部管財課 

 

令和 2年度入札契約制度の一部改正について 
（阿見町建設工事等入札参加資格選定規程） 

 

 

 本町における入札契約制度については，様々な改善に取り組んでいるところですが，その透明性・公

正性・公平性・競争性のより一層の向上を図ることを目的に，令和 2 年 4 月から下記のとおり一部を改

正することとしたので，お知らせします。 

 

記 

 

阿見町建設工事等入札参加資格選定規程の一部変更 

   

阿見町建設工事等入札参加資格選定規程（以下「入札参加資格選定規程」という。）の規定について，

以下のとおり入札参加資格選定規程の別表第 2 における格付等級区分及び発注標準金額を一部変更し

ます。 

 

（１）土木一式工事の発注標準金額 

・格付等級「 B 」ランクの発注標準金額を，「130 万円以上 6,000 万円未満」から「130 万円以上

4,000 万円未満」へ変更する。 

 

 

（２）建築一式工事の格付等級，発注標準金額 

・格付等級「 C 」ランクを撤廃し，建築一式工事の総合審査評点「750 点未満」を「 B ランク 」

とする。 

・格付等級「 B 」ランクの発注標準金額を，「130 万円以上 5,000 万円未満」から「5,000 万円未

満」へ変更する。 

・格付等級「 A 」ランクの発注標準金額を，「1,000 万円以上」から「500 万円以上」へ変更する。 

 

 

（３）舗装工事のランク付け撤廃 

・舗装工事のランク付けを撤廃する。 
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別表第２（第 11 条，第 12 条関係） 

発注標準金額及び格付等級区分 

 

現行                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 改正後 

工種 格付

等級 

総合審査評点 発注標準金額 

土木一式 Ａ 750 点以上 1,500 万円以上 

Ｂ 650 点以上 750 点未満 130 万円以上 6,000 万円未満 

Ｃ 650 点未満 1,500 万円未満 

建築一式 Ａ 750 点以上 1,000 万円以上 

Ｂ 600 点以上 750 点未満 130 万円以上 5,000 万円未満 

Ｃ 600 点未満 1,000 万円未満 

舗装 Ａ 750 点以上 1,000 万円以上 

Ｂ 600 点以上 750 点未満 130 万円以上 3,000 万円未満 

Ｃ 600 点未満 1,000 万円未満 

工種 格付

等級 

総合審査評点 発注標準金額 

土木一式 Ａ 750 点以上 1,500 万円以上 

Ｂ 650 点以上 750 点未満 130 万円以上 4,000 万円未満 

Ｃ 650 点未満 1,500 万円未満 

建築一式 Ａ 750 点以上 500 万円以上 

Ｂ 750 点未満 5,000 万円未満 
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